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1974年通商法301条に基づく調査・措置の概要

◼ 1974年通商法301条は、外国の不公正な貿易慣行などに対し、USTRが大統領の指示に従い、輸入

制限措置などの対抗措置を講じることを認める。原則として、301条に基づく措置の発動には、

USTRによる12カ月以内の事前調査が必要となる。

301条措置の過程

（出所）地域分析レポート（2024年12月10日）、ビジネス短信（3月12日）、2026年6月11日時点

301条調査の対象

301条調査の方法

301条調査は、調査対象国との協議、
書面によるパブリックコメントの募集、
公聴会の実施を通じて実施される。

外国政府による法律、政策、規制、
慣行など広範な措置のほか、不合理
又は差別的な措置（例：技術移転の
強制、知的財産権侵害、デジタル
サービス税等）が対象。

追加関税の賦課、輸入制限措置、投
資制限、サービス分野における市場
アクセス制限など。

301条による対抗措置の範囲
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301条対中関税の変遷と現在適用中の内容

◼ 第1次トランプ政権下の2018年7月、1974年通商法301条に基づく対中制裁措置として、中国に対する

追加関税を発動。その後、複数回にわたり対象品目の追加および関税率の変更が実施された。一方で、追

加関税と併せて、品目別適用除外制度が設けられ、一部品目はその対象となっている（注1）。

これまでの301条対中関税の発動時期・規模・関税率

（注1) 適用除外の対象品目は、これまで複数回にわたり変更されている。
（注2）2026年6月11日時点（出所）米国公開資料など

発動時期 対象 発動対象の規模（品目・対中輸入額） 関税率

2018年7月 リスト1 818品目・340億ドル相当 25%

2018年8月 リスト2 279品目・160億ドル相当 25%

2018年9月 リスト3 5,745品目・2,000億ドル相当
10％→25%

（2019年5月引き上げ）

2019年9月 リスト4A 3,243品目・1,200億ドル相当
15％→7.5%

(2020年2月引き下げ）

2024年～26年 戦略分野など
既存の354品目で段階的に引き上げ、

新規の40品目で段階的に発動
25％～100%

米国通商代表部（USTR）対中301条対象品目検索
データベース

機械類、医療機器など

164品目

（対象HTSコード記載官報）

太陽電池製造装置
14品目

（対象HTSコード記載官報）

一部の品目は、適用除外の対象となっている。
適用除外の有効期限は25年11月29日までと設定されていたが、
10月30日の首脳会談を経て26年11月10日まで延長すると発表。 HTSコード8桁ベースで、

• 301条対中関税の対象かどうか
• （対象である場合）その追加関税率
が検索できる

米国通商代表部（USTR）
対中301条対象品目検索データベース

現在の適用除外対象品目

2

https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/30/2024-11904/notice-of-extension-of-certain-exclusions-chinas-acts-policies-and-practices-related-to-technology
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/30/2024-11904/notice-of-extension-of-certain-exclusions-chinas-acts-policies-and-practices-related-to-technology
https://www.federalregister.gov/documents/2024/05/30/2024-11904/notice-of-extension-of-certain-exclusions-chinas-acts-policies-and-practices-related-to-technology
https://www.federalregister.gov/documents/2024/09/18/2024-21217/notice-of-modification-chinas-acts-policies-and-practices-related-to-technology-transfer
https://www.federalregister.gov/documents/2024/09/18/2024-21217/notice-of-modification-chinas-acts-policies-and-practices-related-to-technology-transfer
https://www.federalregister.gov/documents/2024/09/18/2024-21217/notice-of-modification-chinas-acts-policies-and-practices-related-to-technology-transfer
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search
https://ustr.gov/issue-areas/enforcement/section-301-investigations/search


3
Copyright © 2026 JETRO. All rights reserved.

ジェトロ作成。無断転載・転用を禁ず

301条対中関税の変遷と現在適用中の内容

◼ バイデン前政権下の2024年の見直しで、対象品目の追加および関税率の引き上げを実施。天然黒鉛・永久

磁石、重要鉱物、船舶対陸上クレーン、注射器など40品目が新たに対象に追加。また、鉄鋼・アルミ製品、

EV、半導体、太陽電池、バッテリーやフェイスマスクなど戦略分野354品目の関税率が引き上げられた。

（出所）米国公開資料など、2026年6月11日時点

2024年の見直しによる関税引き上げ対象品目と引き上げ後の追加関税率、発動時期

品目

見直し前 引き上げ第1段階 引き上げ第2段階

品目数
301条関税率 関税率 時期 関税率 時期

鉄鋼・アルミニウム 0～7.5% 25% 2024年9月27日 - - 321

半導体・関連製品 25% 50% 2025年1月1日 - - 18

EV 25% 100% 2024年9月27日 - - 8

バッテリー
EV用リチウムイオンバッテ
リー

7.50% 25% 2024年9月27日 - - 1

バッテリー
部品

EV用以外の
7.50% 25% 2026年1月1日 - - 1

リチウムイオンバッテリー

リチウムイオンバッテリー以外
のバッテリー部品

7.50% 25% 2024年9月27日 - - 1

重要鉱物

天然黒鉛・永久磁石 - 25% 2026年1月1日 - - 4

タングステン - 25% 2025年1月1日 - - 3

その他の重要鉱物 - 25% 2024年9月27日 - - 26

太陽電池 25% 50% 2024年9月27日 - - 2

港湾クレーン - 25% 2024年9月27日 - - 1

医療製品

注射器・注射針 - 100% 2024年9月27日 - - 2

フェイスマスク 7.50% 25% 2024年9月27日 50% 2026年1月1日 5

医療用手袋 7.50% 50% 2025年1月1日 100% 2026年1月1日 1
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中国等の海事・物流・造船分野への301条措置内容

◼ USTRは2025年10月14日から、中国企業が運航・所有する船舶や、中国で建造された船舶の米国

港湾への入港などに追加料金の徴収を開始したが、11月10日より1年間徴収を停止。

◼ 11月9日から適用された中国製の港湾クレーンなど荷役設備に対する100％の追加関税についても

11月10日より1年間徴収を停止。

（出所）USTR公開資料（措置内容の官報（4月23日、6月12日）、ビジネス短信（4月22日）、ビジネス短信（10月14日） ビジネス短信（11月7日））

中国企業が運航・所有する船舶や、中国で建造された船舶が米国港湾へ入港する際、2025年10月14日より
追加料金を徴収を開始したが、10月30日の米中合意に基づき、11月10日より1年間徴収を停止する。自動車運
搬船に関しては、中国で建造された船舶に限らず、米国外で建造された全ての船舶の米国港湾への入港に際し、
追加料金が課されるところ、同様に1年間徴収を停止。

1. 中国の船主・運航者に対する料金

米国港への入港ごとに純トン数（NT）ベースで課金。
初年度：50ドル/NT、以降3年間で毎年増額。

2. 中国製船舶の運航者に対する料金

純トン数またはコンテナ数に基づく。
初年度は18ドル/NT または 120ドル/コンテナ

以降3年間で段階的に増額。

3. 外国製自動車運搬船に対する料金

米国製船舶の奨励のため、積載能力に応じた料金を課す。入港料は1NTあたり46ドル。

4. 課金の頻度と場所

最初の米国港でのみ課金され、1隻あたり年間最大5回まで。

◼ 中国製の港湾クレーンなど荷役設備に対する100％の追加関税についても11月10日より1年間徴収を停止。

中国製船舶等に対する料金の概要

（注）2026年6月11日時点
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強制労働産品の輸入や過剰生産能力に関する301条調査

◼ USTRは、①強制労働産品の輸入禁止措置の実施有無および②過剰生産能力や過剰生産に係る政策

や慣行について301条調査を実施。日本も調査対象に含まれた。

◼ このうち「強制労働産品の輸入禁止措置」については、6月3日に調査結果が公表され、日本を含

む60カ国・地域に10～12.5％の追加関税を課すことが提案された。

① 強制労働産品の輸入禁止措置の実施有無

• 3月12日 日本を含む60カ国・地域に対し調査開始。

• 6月2日 調査結果を公表。いずれの国・地域も輸入禁止

措置を十分に実施していないと認定し、追加関税率を設定。

国内法で輸入禁止を定めている国、部分的に規制を施行し

ている国、米国との相互貿易協定で輸入禁止措置に合意し

た国・地域には10％を課し、効果的に実施していない46

カ国（日本を含む）には12.5％を課すことを提案。

• なお、米国内で十分に生産されていない品目や232条関税

が課される品目は対象外となる。また、衣類と繊維製品は、

米国から各国・地域への繊維製品の輸出量に応じて軽減す

る。

• 6月2日～7月6日 USTRがパブリックコメント募集

• 7月7日 公聴会の実施（予定）

② 過剰生産能力や過剰生産に関連する政策や慣行

• 3月11日 日本を含む16カ国・地域の製造業における過剰

生産能力や過剰生産に関する政策や慣行について調査を開

始。

• USTRは、これら国・地域が国内外の需要動向と連動しな

い形で生産能力を拡大してきたと指摘し、こうした過剰生

産能力が各国・地域の製造業における過剰生産、大規模で

持続的な貿易黒字、生産設備の低稼働・非稼働の状態を生

じさせていると問題視。

• 日本に対しては、米国の貿易赤字品目である自動車・同部

品、光学、写真、技術装置、医療機器を301条調査対象と

した。

2026年6月11日時点
（出所）米国政府公開資料、ビジネス短信（3月12日）、ビジネス短信（3月13日）、ビジネス短信（6月3日）
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